
概 要

○ １２月８日（月）に発生した青森県東北沖を震源とする最大震度６強の地震に伴い、むつ総合病院では建物の設備が
故障したため、入院患者を近隣の対応可能医療機関へ移送する所要が発生。

○ 自治体での対応が困難となったため、９日（火）１０００に青森県知事から大湊地区総監（大湊・青森県）に対して、
入院患者の輸送及び海上自衛隊大湊診療所での受け入れに係る災害派遣要請があり、同時刻受理。

○ ９日（火）１４１０以降、むつ総合病院からの入院患者の輸送を実施。
○ むつ総合病院の患者の受け入れが再開し、海上自衛隊で受け入れていた患者の帰院が完了したことに伴い、本日（１１
日）１３４０、青森県知事から大湊地区総監に対し、災害派遣撤収要請があり活動を終了。

自衛隊の
主な活動

入院患者移送
９日（火）１４１０以降、大湊衛生隊の隊員４名と救急車×１台により、入院患者１名をむつ総合病院から海上自
衛隊大湊診療所へ移送。
本日（１１日）、むつ総合病院の患者の受け入れが再開したことから、海上自衛隊大湊診療所にて受け入れていた
療養中の患者１名はむつ総合病院に帰院。

位置関係図 活動の様子

青森県東方沖の地震による患者の輸送に係る災害派遣について 令和７年１２月１１日
防 衛 省

※ 数値等は全て速報値のため、
今後変更される可能性があります。
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